
31調 福保運発第3030001号

令和 2年 1月 28日

調布市長 長 友 貴 樹 様

調布市国民健康保険運営協

会長 狩 野 明

令和元年 12月 19日 付 け31調 福保発第 2630003号 によ り当協議会で受 け

た諮 問について,審議の結果 ,下記の とお り答 申す る。

ｎ
０

２
４
１
１

２
一

言コ
,]し

`~■
●1_

′
`,3θ

3o。。7サ

1 諮 問事 項

2

国保財政健全化計画の改定及び保険税率の計画 的な見直 しについて

答 申               iヽ

持続可能な公的医療保険制度の構築に向けて,国 民健康保険は平成

年度 に新 しい制度へ移行 し,運営の安定化 と財政基盤の強化が図 られ

しか しなが ら,被保険者の高齢化 を主 な要因 として,保 険給付費は

伸び続 けている状況 にあ り,保 険制度における給付 と負担の均衡 とと

被保険者以外の市民負担 をふまえれば,一 般会計か らの法定外繰入れ

額 にのぼってい ることは,好 ま しい とは言 えない現状にある。

このため,当 協議会では,前回平成 30年 の答 申内容 を基本的 に踏

国民健康保険法及び これに基づ く東京都 国民健康保 険運営方針 に則 り

成 30年 3月 に市が策定 した現行の国保財政健全化計画 (計 画期間令

年度まで)に ,次 に掲げる内容 を盛 り込む改定を行 うとともに,こ の

に基づ き,税率改定を実施す ることを市 に求める。
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国民健康保険財政健全化計画の改定等 について (答 申 )
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(1)赤 字 削減のため,医 療費適正化・保健事 業 ,収 納率向上,適 正 な保

険税率設定の各財政健全化対策に取 り組む こと。

(2)一 層 の収納対策強化 に よ り収納率向上 を図 り,赤 字削減 につ なげ る

(3)令 和 2年 度か ら,原 則 3年 ごとに改定率 5パ ーセ ン ト規模 の税 率改

定 を実施するとともに,課 税限度額について ,特 に中間所得層 の将来的

な負担緩和につながることをふまえ,政令の定める基準に合わせ た引上

げを実施 し (課税額年額総計で,令和 2年 度 96万 円,令 和 3年度 99

万 円),保 険税の適正賦課 を進 めること。

(4)令 和 2年度 の税率改 定については,標 準保 険料率 をふ まえ,応 能 。

応益割合 を概ね 60:40と す ることを基本 に以下の とお りとす ること。

<所得割 /均 等割 /限 度額 >             ※は改定なし

医療保険分       5.25%  27,600円  610,000円

後期高齢者医療支援分  1.88%  9,800円  190,000円 ※

介護保険分       1.66%  11,400円  160,000円 ※

(5)こ れ らの対策 によ り,赤 字 の解 消をめ ざす最終 日標年度 を令 和元年

度か ら22年後 となる令和 23(2041)年 度 に設定す ること。

以上 の内容 を反映 させ た計画の改定案 を参考資料 として裏面 に付す る。

3 計画の推進に向けて

今後 は,改 定計画 に基づ き,段 階的に税率改定 を実施 してい くことと

な るが ,被保険者へ負担 を求 めるものであるか ら,丁 寧 に説 明 しなが ら

取 り組んでいただきたい。

加 えて,一般会計か らの法定外繰入れは,被保険者以外の市民の負担で

もあ り,そ の理解 を得なが ら進 めてい くことも欠かせ ない。国保財政の現

状 については,一層の周知 を図ることが必要である。

最後 に,計画の実現 に よ り,世 界 に誇 る我 が国の国民皆保険体制 を堅

持 し,今 後 も市民が安心 して医療 を受 けることがで きるよ う,市 は,新

た に共 同保険者 となった東京都 と連携 し,財源確保 と経費抑制 に積極的

に取 り組む とともに,被保 険者 の状況及び低所得者へ配慮 し,国 及び東

京都 に対 し,引 き続 き財政支援の充実を求めるよ う要望す る。

こと。


